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1. 概要 
1.1. 本標準の適用範囲 

本標準はＪＪ-90.21[12]における事業者SIP網で本標準で規定する網付与ユーザID情報を、接続インタフェ

ースを通して適切に送受する事業者SIP網(SIPトラストドメイン)に適用される。 

 

1.2. 本標準の目的と規定 

・ 本標準は SIP トラストドメインである事業者 SIP 網と、(直接接続していない場合も含めた)他網もし

くはユーザとの間で接続インタフェース(SIP とは限らない)を通して網付与ユーザ ID 情報を適切に送

受するための一般的なインタワークモデルについて規定する。 

・ 本標準は SIP トラストドメインである事業者 SIP 網と他網との間で、呼を生起したユーザに関する網

付与ユーザ ID 情報を利用可能とするための、事業者 SIP 網のバウンダリにおける具体的な動作につ

いて規定する。 

・ 本標準はSIPトラストドメインである事業者SIP網が管理するユーザに対して、JJ-90.10 [11]で規定され

る相互接続インタフェースを通したISUP網で提供可能なCLIP/CLIR相当のサービスと同等のサービス

を提供可能とするための、事業者SIP網のバウンダリにおける具体的な動作について規定する。 

 

1.3. 本標準の内容 

本標準は、1.1節の適用範囲において網付与ユーザID情報の送受を適切に行うために事業者SIP網が満たす

べき要求条件および接続インタフェース条件を規定する。本文書の構成は以下の通りである。 

・ 本文: 対象となる網付与ユーザ ID 情報の転送モデルを規定する。 

・ 付属資料:事業者 SIP 網の接続インタフェースにおけるバウンダリの処理動作について、適用される接

続インタフェース別に記載する。 

インタフェースＡにおける網付与ユーザ ID 情報転送規定（付属資料ａ） 

インタフェースＢにおける網付与ユーザ ID 情報転送規定（付属資料ｂ） 

インタフェースＣにおける網付与ユーザ ID 情報転送規定（付属資料ｃ） 

・ 付録: 本文および付属資料に対する参考情報を記載する。 

網付与ユーザ ID 情報転送規定の留意事項について（付録ⅰ） 

新規インタフェースタイプ策定時のガイドライン（付録ⅱ） 

インタフェース B における網付与ユーザ ID 情報の信用性について（付録ⅲ） 

 

1.4. 用語 

本標準のJF-IETF-RFC3261 [3]に関連する用語については、基本的にTR-1007[14]の付属資料 1 およびＪＪ

-90.21 [12]の用法に従う。 

 

以下に本標準の本文、付属資料および付録において使用される主な用語の定義を示す。 

 

<入(方向)> 

信号メッセージが他網から自事業者 SIP 網に向けて転送される方向。呼を確立する方向(発呼、着呼)とは独
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立している。 

<出(方向)> 

信号メッセージが自事業者 SIP 網から他網に向けて転送される方向。呼を確立する方向(発呼、着呼)とは独

立している。 

<バウンダリ> 

自事業者 SIP 網(自網)と他網(端末類を含む)との境界に位置する自網側の信号ノードもしくはノード群 

<匿名 URI > 

URI情報を匿名化したい場合に利用するURI。具体的な形式はJF-IETF-RFC3323 [4]で推奨される次の形式; 

sip:anonymous@anonymous.invalid 

<通知/非通知情報> 

ユーザが自身の網付与ユーザ ID 情報が信号メッセージを受信するユーザへ通知されることを許容してい

るか否かに関する情報。 

<網付与ユーザ ID 情報> 

信用できる網において、認証等を経て網で付与される(もしくはユーザから提示された場合には検証される)、

ユーザのアイデンティティに関する情報 (当該ユーザへ着信可能なE.164[2]番号等)。 

<SIP トラストドメイン> 

JF-IETF-RFC3324 [5]において定義される信頼出来るSIPノードからなる網。全ての事業者SIP網が本文書で

規定するSIPトラストドメインとなるとは限らない。 

<連帯トラストドメイン> 

2.1節において規定するトラストドメインをSIP以外のプロトコルにおいても拡張した形での“トラストドメ

イン”。 

 

2. 網付与ユーザID情報インタワークモデル 
2.1. 連帯トラストドメインモデル 

SIPトラストドメインはJF-IETF-RFC3324 [5]において定義されるものであり、Spec(T)と呼ぶドメイン固有の

規則を規定し、網付与ユーザID情報の交換を行うものである。上記の構造は、ISUP網等のSIP網以外との接

続においても拡張し適用することが考えられる。このようにして、一定の規則を規定することで拡張した

トラストドメインは信用できる接続インタフェースで相互接続される網を統合してSIPトラストドメイン

を含んだ“連帯トラストドメイン”と見ることが可能である。 

図 1に連帯トラストドメインの概念を示す。プロトコルA、BおよびCはSIPであるかもしれないし、ISUP 

(ISDN User Part)[9][10]やMGCP (Media Gateway Control Protocol)[1]等のSIP以外のプロトコルであるかもし

れない。 
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連帯トラストドメイン

トラストドメイン A

プロトコル A

トラストドメイン X

SIP

トラストドメイン B

プロトコル B

EPs EPs EPs

トラストドメイン C

プロトコル C

EPs (Endpoints)はトラストドメインに属さない端末

 

図 1／JJ-90.22  連帯トラストドメインモデル 

2.2. 網付与ユーザID情報転送モデル 

図 3および図 5にSIPトラストドメインを通過する網付与ユーザID情報の論理転送モデルを示す。 にSIPトラストドメインを通過する網付与ユーザID情報の論理転送モデルを示す。 

<内容決定 (入バウンダリ)> <内容決定 (入バウンダリ)> 

信号メッセージが SIP トラストドメインに外部から到達したときに、当該バウンダリにおいて状況に応じ

た条件で内容が調べられなくてはならない。バウンダリの SIP ノードは付与するべきメッセージ送信者の

網付与ユーザ ID 情報および通知/非通知情報を一定のルールの下で決定し、SIP トラストドメイン内へ転送

するメッセージに含めなくてはならない。 

信号メッセージが SIP トラストドメインに外部から到達したときに、当該バウンダリにおいて状況に応じ

た条件で内容が調べられなくてはならない。バウンダリの SIP ノードは付与するべきメッセージ送信者の

網付与ユーザ ID 情報および通知/非通知情報を一定のルールの下で決定し、SIP トラストドメイン内へ転送

するメッセージに含めなくてはならない。 

<転送 (トラストドメイン内)> <転送 (トラストドメイン内)> 

SIPトラストドメインの内部では、特別な目的がない限り、網付与ユーザID情報および通知/非通知情報は

ドメイン内のSIPノードにおいて透過転送される。その際、それぞれの情報を含めるSIPメッセージ上のヘ

ッダはJF-IETF-RFC3325 [6]で規定されるとおり、網付与ユーザID情報はP-Asserted-Identityヘッダに

含められ、通知/非通知情報はPrivacyヘッダに含められる。 

SIPトラストドメインの内部では、特別な目的がない限り、網付与ユーザID情報および通知/非通知情報は

ドメイン内のSIPノードにおいて透過転送される。その際、それぞれの情報を含めるSIPメッセージ上のヘ

ッダはJF-IETF-RFC3325 [6]で規定されるとおり、網付与ユーザID情報はP-Asserted-Identityヘッダに

含められ、通知/非通知情報はPrivacyヘッダに含められる。 

<外部送出 (出バウンダリ)> <外部送出 (出バウンダリ)> 

出方向のバウンダリにおいては、網付与ユーザ ID 情報は外部に転送される何らかの信号メッセージに一定

のルールの下でマッピングされ、転送(もしくは削除)される。 

出方向のバウンダリにおいては、網付与ユーザ ID 情報は外部に転送される何らかの信号メッセージに一定

のルールの下でマッピングされ、転送(もしくは削除)される。 

  

入方向での動作と出方向での動作は、使用されるそれぞれの接続インタフェースにおいて規定されるべき

である。これらの規定を策定するための一般的なガイドラインは付録 iiにおいて記述される。また、同ガ

イドラインに基づいて具体的な処理動作を規定したものが、それぞれ付属資料において記述される。 

入方向での動作と出方向での動作は、使用されるそれぞれの接続インタフェースにおいて規定されるべき

である。これらの規定を策定するための一般的なガイドラインは付録 iiにおいて記述される。また、同ガ

イドラインに基づいて具体的な処理動作を規定したものが、それぞれ付属資料において記述される。 

また、バウンダリの SIP ノードは SIP トラストドメイン内部の SIP ノードに対して、SIP UA (B2BUA 

(Back-To-Back User Agent) を含む)であるかもしれないし、SIP プロキシサーバであるかもしれないことに

留意するべきである。 

また、バウンダリの SIP ノードは SIP トラストドメイン内部の SIP ノードに対して、SIP UA (B2BUA 

(Back-To-Back User Agent) を含む)であるかもしれないし、SIP プロキシサーバであるかもしれないことに

留意するべきである。 
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SIP トラストドメイン

通知/非通知情報

｢転送｣

通知/非通知情報

｢内容決定｣

入バウンダリ 出バウンダリ

通知/非通知情報

｢外部送出｣

接続インタフェース

信号メッセージ

接続インタフェース

信号メッセージ

 

図 2 ／JJ-90.22  通知/非通知情報転送モデル 

 

SIP トラストドメイン

網付与ユーザ ID 情報

｢転送｣

網付与ユーザ ID 情報

｢内容決定｣

入バウンダリ 出バウンダリ

網付与ユーザ ID 情報

｢外部送出｣

接続インタフェース

信号メッセージ

接続インタフェース

信号メッセージ

図 3 ／JJ-90.22  網付与ユーザ ID 情報転送モデル 

3. 情報要素 
通知/非通知情報および網付与ユーザID情報は以下の通り規定される1。 

 

3.1. 通知/非通知情報 

通知/非通知情報は“通知可”もしくは“通知不可”のいずれかの値を取る。 

 

3.2. 網付与ユーザID情報 

SIP トラストドメインにおける網付与ユーザ ID 情報は次の(1)から(4)の 4 つの情報要素を含む。SIP トラス

トドメインにおいて、それぞれの情報要素は P-Asserted-Identity ヘッダの相当するフィールド要素

によって運ばれる。 

 

(1) SIP_URI : SIP 網で到達可能な網付与ユーザ ID 情報要素 

(2) SIP_DISPLAYNAME : SIP_URI に結び付いた、番号以外の情報を含めて受信ユーザに表示させ

るために用いられる網付与ユーザ ID 情報要素 

                                                                 
1 本文書が適用される事業者 SIP 網は網付与ユーザ ID 情報を運ぶためのヘッダとして

P-Asserted-Identityヘッダを利用することとし、Fromヘッダや Reply-Toヘッダ等の End-To-End

で利用されるかもしれないヘッダを利用しない。 
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(3) TEL_URI : GSTNから到達可能なE.164[2]番号の網付与ユーザID情報要素 

(4) TEL_DISPLAYNAME : 番号計画に応じた発信ユーザに到達可能なダイヤル番号としての網付

与ユーザ ID 情報要素 

 

3.2.1. SIP_URI 

SIP_URI情報要素はSIP網で発信ユーザに到達可能とする情報であり、グローバルに一意なsip URI 2  

(Address-of-Record (AoR))でなくてはならない。 

 

3.2.2. SIP_DISPLAYNAME 

SIP_DISPLAYNAME 情報要素は SIP 網において受信ユーザに表示させたい情報であり、テキスト形式でな

くてはならない。本情報は既存の電子メールで利用されるような個人名やニックネーム、会社名、部署名

等であるかもしれない。 

 

3.2.3. TEL_URI 

TEL_URI情報要素はSIP網の範囲を越えてGSTNから到達可能な電気通信番号についての情報であり、

JF-IETF-RFC 3966 [8]で規定されるtel URIのglobal-numberのフォーマット(すなわち+から始まる)、また

はlocal-phone-numberのフォーマットを使用する。ただし、local-phone-numberのフォーマットを

使用する場合においてはphone-context=+81 を設定する。また、visual-separatorの利用は推奨さ

れない。また、tel URIパラメータを含んでいるかもしれない。 

 

3.2.4. TEL_DISPLAYNAME 

TEL_DISPLAYNAME 情報要素は着信ユーザが発信ユーザへダイヤルをするときに使用される番号文字列

が指定される。 

 

3.3. 網付与ユーザID情報要素の省略時の解釈 

本節で網付与ユーザ ID 情報のそれぞれの要素が省略された場合の解釈(デフォルト)を示す。 

 

3.3.1. SIP_URI 

SIP_URI情報要素が存在しない場合3には、発信者が適切なsip URIを持たないことを示す。この場合、特に

条件がない限り、SIP_URIが匿名URIであった場合と同様に扱われる。 

 

3.3.2. SIP_DISPLAYNAME 

SIP_URI 情報要素が存在しない場合には、SIP_URI とは別の表示形式を特に希望していないことを示す。

この場合、特に条件がない限り、SIP_URI の文字列が SIP 網において表示用途として解釈されるべきであ

る。 

 

                                                                 
2 sips URI については将来の検討事項とする。 
3 SIP_URI がなく、TEL_URI のみ存在する場合は、多くの場合は GSTN に収容されているユーザである。 
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3.3.3. TEL_URI 

TEL_URI情報要素が存在しない場合には、発信ユーザはE.164[2]番号による着信可能な番号を有していない

ことを示す。 

 

3.3.4. TEL_DISPLAYNAME 

TEL_DISPLAYNAME 情報要素が存在しない場合には、発信者は TEL_URI 情報要素によって示される番号

とは異なるダイヤル番号を特に希望していないか、または網においても着信者で利用可能なダイヤリング

番号計画について確実な情報を保持していないことを示す。この場合、特に条件がない限り、TEL_URI の

文字列が TEL_DISPLAYNAME 情報要素として解釈されるべきである。 

 

4. 転送処理モデル 
4.1. 入処理動作 (内容決定) 

入バウンダリにおいては、まず通知/非通知情報の値が決定されなくてはならない。通知/非通知情報の値を

判定する規則については、規則が適用されるそれぞれの接続インタフェースおいて相当する付属資料もし

くは他の文書により定められなくてはならない。 

網付与ユーザID情報についても同様に受信したメッセージの内容や呼状態、網運用ポリシー等により、そ

の内容が決定されなくてはならない。3.2節に挙げた 4 つの情報要素 (SIP_URI, SIP_DISPLAYNAME, 

TEL_URI, TEL_DISPLAYNAME)を決定する規則については、様々な網との相互接続においてその用法が統

一されるように3.2節で記述する用途に準じるように、規則が適用されるそれぞれの接続インタフェースお

いて相当する付属資料もしくは他の文書により定められなくてはならない。 

 

4.2. 転送処理動作 

通知/非通知情報の値が通知不可である場合、SIP トラストドメイン内においては id の値を含む Privacy

ヘッダをメッセージに含まなくてはならない。通知/非通知情報の値が通知可である場合、id の値を含む

Privacyヘッダはメッセージに含まれてはならない。 

網付与ユーザID情報はP-Asserted-IdentityヘッダによりSIPトラストドメイン内を転送される。

JF-IETF-RFC3325 [6]に規定される通り、P-Asserted-Identityヘッダはsip4およびtelの 2 種類のURIを

含 む こ と が で き る 。 3.2 節 で 規 定 さ れ た 4 つ の 網 付 与 ユ ー ザ ID 報 要 素 は 以 下 の 通 り

P-Asserted-Identityヘッダに含まれなくてはならない。 

情

                                                                

 

(1) SIP_URI 情報要素は sip URI の addr-spec部に含まれる。 

(2) SIP_DISPLAYNAME 情報要素は sip URI の displayname部に含まれる。 

(3) TEL_URI 情報要素は tel URI の addr-spec部に含まれる。 

(4) TEL_DISPLAYNAME 情報要素は tel URI の displayname部に含まれる。 

 

 
4 JF-IETF-RFC3325 [6]においては、sip の代わりに sips URI を利用することも可能であるが、本標準の範囲

においては sip URI タイプのみを考慮し、sips URI については将来の検討事項とする。 
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4.3. 出処理動作 (外部送出) 

出バウンダリにおいては、送出する信号メッセージの発信者情報に関する要素が通知/非通知情報および網

付与ユーザ ID 情報の値やその他の条件に応じて決定されなくてはならない。 

送出する信号メッセージの発信者関連情報を構築する規則は、送出するそれぞれの接続インタフェースに

応じて適切な文書によって規定されるべきである。また、その規則は様々な網との相互接続においてその

用法が統一されるように3.2節で記述する用途に準じるように規則が適用されるそれぞれの接続インタフ

ェースにおいて相当する付属資料もしくは他の文書により定められなくてはならない。 

 

5. 接続インタフェースの信用可否 
5.1. 信用可否の定義 

接続インタフェースは本節の以下の条件を満たしている場合に信用可とすることができる5。 

 

5.1.1. 接続インタフェースの信用性 

信号メッセージを送受するノード間はセキュアであり、相互接続する双方の網以外の第 3 者によりメッセ

ージが読まれたり、改竄されたりすることがなく、また第三者のなりすましによりメッセージを受信する

ことがないものとする。 

 

5.1.2. 相互接続ドメインの信用性 

相互接続相手のドメイン内において、信号メッセージが第三者により読まれたり、改竄されたりすること

がないものとする。 

 

5.1.3. 相互接続ドメインの網付与ユーザID情報処理動作の信用性 

相互接続相手のドメインにおける他網との接続インタフェースにおける網付与ユーザID情報の処理動作

が5.2節に規定する処理動作に従うものとする。 

 

5.2. 信用可否による一般動作 

5.2.1. 入バウンダリ 

信号メッセージが受信される接続インタフェースが信用可である場合、網のポリシーおよび信号上の能力

が許す限りにおいて、通知/非通知情報および網付与ユーザ ID 情報は受信された情報をそのまま保持する

べきである。 

信号メッセージが受信される接続インタフェースが信用不可である場合、何らかのメッセージ認証処理を

通して網により(空となる場合も含めて)決定され、付与されなくてはならない。 

5.2.2. 出バウンダリ 

信号メッセージを送出する接続インタフェースが信用可である場合、網のポリシーおよび信号上の能力が

許す限りにおいて、通知/非通知情報および網付与ユーザ ID 情報は受信された情報をそのまま保持するべ

                                                                 
5 接続インタフェースの信用可否は対称ではなく、ある接続インタフェースに対して一方の側の網から見

た場合に信用可であっても、逆の側の網から見た場合には信用不可である場合がありうることに留意する

べきである。 
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きである。 

信号メッセージが送出される接続インタフェースが信用不可である場合、通知/非通知情報が通知不可であ

れば、いかなる網付与ユーザ ID 情報もその接続インタフェースを通して送出されてはならない。通知/非

通知情報が通知可であれば、送出される網付与ユーザ ID 情報は網のポリシー等一定の規則により決定され

る。 
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付属資料 a. インタフェース A における網付与ユーザ ID 情報転送規定 
a.1. 概要 

本付属資料はSIPトラストドメイン間で通知/非通知情報および網付与ユーザID情報を交換する規則を定め

る。なお、本付属資料の記述内容は付録 iiに示すインタフェース規定に関する記述のガイドラインに沿っ

ている。 

 

a.2. 適用モデル 

本付属資料は付図aの構成に適用される。なお、本付属資料で規定する処理以外の規定はJJ-90.21 [12]のイン

タフェースAに関する規定に従うものとする。 

接続インタフェースには SIP が適用され、バウンダリには関門 SIP ノード (SIP プロキシサーバ, B2BUA 

(Back-To-Back User Agent)等)が相当する。 

 

SIP トラストドメイン (SIP)トラストドメイン

(他網)SIP

相互接続

インタフェース

バウンダリ

 

付図 a／JJ-90.22  SIP トラストドメイン間相互接続モデル 

なお、本付属資料の規定は全てのインタフェースAに適用されるわけではなく、接続する事業者SIP網が本

文5.1節の規定における信用可である場合に限る6。 

 

a.3. インタフェースタイプ 

a.3.1. 参照技術文書 

JF-IETF-RFC3261[3] JF-IETF-RFC3323[4], JF-IETF-RFC3324 [5], JF-IETF-RFC3325 [6] 

 

a.3.2. 信用可否 

互いに信用可。ただし、SIP トラストドメインおよび相互接続インタフェースがフレームワークの信用可の

条件を満たすこと。また、トラストドメイン間はお互いに信用可であり、双方のバウンダリの動作は本文

書の規定に従って動作するものとする。 

 

a.3.3. 対象となる SIP メッセージ 

a.3.3.1. 入バウンダリ 

Initial INVITEリクエスト (以下、単に INVITEリクエストとする) 

上記以外の SIP メッセージにおいては P-Asserted-Identityヘッダを含めてはいけない。 

                                                                 
6 インタフェース A で接続する事業者 SIP 網が本文5.1節の規定における信用不可である場合には、当該バ

ウンダリにおいては本付属資料の規定内容ではなく、本文5.2節に規定される信用不可の場合の処理動作に

従わなくてはならない。 
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a.3.3.2. 出バウンダリ 

Initial INVITEリクエスト (以下、単に INVITEリクエストとする) 

上記以外の SIP メッセージにおいては P-Asserted-Identityヘッダを含めてはいけない。 

 

a.3.4. SIP_DISPLAYNAME に適用される文字セット 

UTF-8 コードのみで構成される文字列とする7。 

 

a.4. インタフェース特有動作 

a.4.1. 入処理動作 

a.4.1.1. 通知/非通知情報内容決定 

受信する INVITE リクエストに id を含む Privacy ヘッダが存在する場合、通知/非通知情報を非通知と

する。左記の条件以外の場合、通知/非通知情報を通知とする。 

 

a.4.1.2. 網付与ユーザ ID 情報内容決定 

網付与ユーザ ID 情報要素は受信した INVITEリクエストの P-Asserted-Identityヘッダの内容から決

定する。 

 

SIP_URI: 

受信する INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘッダの sip URI の addr-spec 部の内容を

SIP_URI とする。 

 

SIP_DISPLAYNAME: 

受信する INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘッダの sip URI の displayname 部を

SIP_DISPLAYNAME とする。 

引用符合で囲まれている場合には、引用符合を取り除いたものを SIP_DISPLAYNAME とする。 

 

TEL_URI: 

受信する INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘッダの tel URI の addr-spec 部の内容を

TEL_URI とする。 

 

TEL_DISPLAYNAME: 

受信する INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘッダの tel URI の displayname 部の内容を

TEL_DISPLAYNAME とする。 

引用符合で囲まれている場合には、引用符合を取り除いたものを SIP_DISPLAYNAME とする。 

 

                                                                 
7 UTF-8 コード以外の文字列の使用については将来的な検討事項とする。 
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a.4.2. 出処理動作 

a.4.2.1. 通知/非通知情報外部送出 

通知/非通知情報が非通知の場合、INVITEリクエストに idの値を含む Privacyヘッダを含める。 

通知/非通知情報が通知の場合、idの値を含む Privacyヘッダを含めない。 

 

a.4.2.2. 網付与ユーザ ID 情報外部送出 

網付与ユーザ ID 情報は INVITEリクエストの P-Asserted-Identityヘッダに含める。 

 

SIP_URI: 

受信する INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘッダの sip URI の addr-spec 部の内容を

SIP_URI とする。 

内容は正当な sip URI の形式で、有効でグローバルなスコープを持つこととする。 

 

SIP_DISPLAYNAME: 

受信する INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘッダの sip URI の displayname 部を

SIP_DISPLAYNAME とする。 

内容はUTF-8 コードのみで構成される文字列とする8。なお、通知/非通知情報が非通知のときに、その理由

を示す場合には付表a-1の文字列が使用される。なお、GSTN発信の場合について付表a-1の条件が適用され

るが、SIP網発信等の場合には付表a-1以外の文字列が適用されるケースも想定される。 

 

付表 a-1／JJ-90.22  SIP_DISPLAYNAME の非通知理由を示す文字列 

SIP_DISPLAYNAME 意味 
Unavailable 通知可能な情報が存在しない 
Anonymous ユーザ拒否のため通知不可 
Interaction with other service サービス競合のため通知不可 
Coin line/payphone 公衆電話発信のため通知不可 

 

TEL_URI: 

受信する INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘッダの tel URI の addr-spec 部の内容を

TEL_URI とする。 

内容は付表a-3の通りとし、visual-separatorは含まない。また、tel URIのURIパラメータを含めること

ができる。 

 

                                                                 
8 UTF-8 コード以外の文字列の使用については将来的な検討事項とする。実装としては UTF-8 コード以外

のものを受信した場合でもエラーとせず処理を継続できることが推奨される。 
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付表 a-2 ／JJ-90.22  TEL_URI のフォーマット 

TEL_URI 番号桁数 用途 補足 
+国番号 国内番号 最大 15 桁 国際網(海外)発信 81以外もしくは0以外から始ま

る 
+81A0CDEFGHJK 12 桁 移動体/PHS 発信 A は 7, 8, 9 
+8150CDEFGHJK 12 桁 IP 電話発信（カテゴリ B）  
+81ABCDEFGHJ 10 桁または 11 桁 地域固定電話網発信 

IP 電話発信（カテゴリ A) 
A, B はともに 0 以外 

任意;phone-context=+81 最大 16 桁 (注) オペレータ発信等  

(注) GSTNとの間で全桁マッピングする場合の、ISUP側(JJ-90.10 [11])での制約。SIP-SIP間での転送に関

しては、事業者間の合意に基づく限りにおいては制限されるものではない。 

 

TEL_DISPLAYNAME: 

受信する INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘッダの tel URI の displayname 部の内容を

TEL_DISPLAYNAME とする。 

内容は 0~9 までの数字列とし、国内の地域固定電話網のダイヤリングプランに準じた付表a-5の通りとする。 

 

付表 a-3／JJ-90. 22  TEL_DISPLAYNAME のフォーマット 

TEL_DISPLAYNAME 番号桁数 用途 補足 
010 国番号 国内番号 最大 18 桁まで 国際網(海外)発信 国番号は 81 以外もしくは 0 以

外から始まる 
0A0CDEFGHJK 11 桁 移動体/PHS 発信 A は 7, 8, 9 
050CDEFGHJK 11 桁 IP 電話発信（カテゴリ B）  
0ABCDEFGHJ 9 桁または 10 桁 地域固定電話網発信 

IP 電話発信（カテゴリ A)
A, B, C はともに 0 以外 

0AB0~  論理番号 A, B はともに 0 以外 
任意  オペレータ発信等  
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付属資料 b. インタフェース B における網付与ユーザ ID 情報転送規定 
b.1. 概要 

本付属資料はSIPトラストドメインとSIPユーザとの間で通知/非通知情報および網付与ユーザID情報を交換

する規則を定める。なお、本付属資料の記述内容は付録 iiに示すインタフェース規定に関する記述のガイ

ドラインに沿っている。 

 

b.2. 適用モデル 

本付属資料は付図bの構成に適用される。 

接続インタフェースには SIP が適用され、バウンダリには SIP UA から見たアウトバウンドプロキシ(発信

時)が相当する。 

 

SIP トラストドメイン
SIP

SIP UA
バウンダリ

接続

インタフェース

 

付図 b／JJ-90.22  SIP トラストドメイン-SIP UA 間相互接続モデル 

b.3. インタフェースタイプ 

b.3.1. 参照技術文書 

JF-IETF-RFC3261[3], JF-IETF-RFC3323[4], JF-IETF-RFC3324 [5], JF-IETF-RFC3325 [6] 

 

b.3.2. 信用可否 

SIP UAからSIPトラストドメインは信用可(SIPトラストドメインからSIP UAは信用不可)。SIP UAからSIPト

ラストドメインを見た場合、SIPトラストドメインはフレームワークの信用可の条件を満たすこと。なお、

SIP UAから見た網付与ユーザID情報の信用性については付録 iiiを参照のこと。 

 

b.3.3. 対象となる SIP メッセージ 

b.3.3.1. 入バウンダリ 

Initial INVITEリクエスト (以下、単に INVITEリクエストとする) 

 

b.3.3.2. 出バウンダリ 

Initial INVITEリクエスト (以下、単に INVITEリクエストとする) 

 

b.3.4. SIP_DISPLAYNAME に適用される文字セット 

UTF-8 コードのみで構成される文字列とする9。 

                                                                 
9 UTF-8 コード以外の文字列の使用については将来的な検討事項とする。実装としては UTF-8 コード以外

のものを受信した場合でもエラーとせず処理を継続できることが推奨される。 
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b.4. インタフェース特有動作 

b.4.1. 入処理動作 

b.4.1.1. 通知/非通知情報内容決定 

受信する INVITE リクエストに id を含む Privacy ヘッダが存在する場合、通知/非通知情報を非通知と

する。 

受信する INVITE リクエストに none を指定した Privacy ヘッダが存在する場合、通知/非通知情報を通

知とする。 

上記の条件以外の場合、発信ユーザの個別の設定もしくは SIP トラストドメイン特有のポリシーに従って

決定されることとする。 

 

b.4.1.2. 網付与ユーザ ID 情報内容決定 

INVITEリクエストを送信する発信ユーザを認証し、SIP トラストドメインにおいて設定されているユーザ

データから決定する。 

ただし、INVITEリクエストに P-Preferred-Identityヘッダが存在する場合、その内容が正当である

と検証されれば、その値を利用してもよい。 

 

b.4.2. 出処理動作 

b.4.2.1. 網付与ユーザ ID 情報秘匿 

通知/非通知情報が非通知であった場合、INVITE リクエストに P-Asserted-Identity ヘッダは含めな

い。 

着信ユーザが要求する場合、SIP_DISPLAYNAMEの値をバウンダリにおいてFromヘッダのdisplayname

部に含めてもよい。 

なお、通知/非通知情報が非通知のときに、その理由を示す場合には付表b-1の文字列をその目的に使用して

もよい。 

付表 b-1／JJ-90.22  非通知理由を示す文字列 

SIP_DISPLAYNAME 意味 
Unavailable 通知可能な情報が存在しない 
Anonymous ユーザ拒否のため通知不可 
Interaction with other service サービス競合のため通知不可 
Coin line/payphone 公衆電話発信のため通知不可 

 

b.4.2.2. 網付与ユーザ ID 情報外部送出 

通知/非通知情報が通知であった場合、INVITEリクエストにP-Asserted-Identityヘッダを含めてもよ

い。その内容は付属資料 aに規定されるSIPトラストドメイン間で交換されるP-Asserted-Identityヘ

ッダの内容と同等とするが、ただし、TEL_URIとTEL_DISPLAYNAMEが同等でない場合には、TEL_URI

の内容をTEL_DISPLAYNAMEと同等の内容に変更しなくてはならない。 

なお、ここで同等性はSIPトラストドメイン特有の規則に従ってもよいが、現在の地域固定電話網および移

動体/PHS網、国際網における一般的なダイヤリングプランに基づく場合、付表b-2に示す場合に同等である
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とする。 

付表 b-2／JJ-90.22  TEL_URI と TEL_DISPLAYNAME の同等性 

TEL_URI TEL_DISPLAYNAME 
tel:+81A0BCDEFGHJK 0A0CDEFGHJK 
tel:+81ABCDEFGHJ 0ABCDEFGHJ 
tel:+81ABCDEFGH 0ABCDEFGH 
tel:+国番号 国内番号 010 国番号 国内番号 

 

また、TEL_DISPLAYNAME、または SIP_DISPLAYNAME の値をバウンダリにおいて From ヘッダの

displayname部に含めてもよい。 
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付属資料 c. インタフェース C におけるユーザ情報転送規定 
c.1. 概要 

本付属資料はSIPトラストドメインとTTC ISUP網との間で通知/非通知情報および網付与ユーザID情報を交

換する規則を定める。なお、本付属資料の記述内容は付録 iiに示すインタフェース規定に関する記述のガ

イドラインに沿っている。 

 

c.2. 適用モデル 

本付属資料は付図cの構成に適用される。 

MGC(Media Gateway Controller)が網付与ユーザID情報に関するフレームワークにおけるバウンダリに相当

し、その処理はJF-IETF-RFC3398 [7]の規定に従う。また、接続インタフェースはJJ-90.21 [12]におけるイン

タフェースCに相当するTTC準拠ISUPとし、特に事業者が異なる場合においてはJJ-90.10 [11]に準拠する。 

 

 

付図 c／JJ-90.22  SIP-TTC ISUP 相互接続モデル 

c.3. インタフェースタイプ 

, JJ-90.10 [11], JF-IETF-RFC3398 [7] 

.3.2. 信用可否 

し、TTC準拠ISUP網および接続インタフェースが本文の5章に規定される信用可の条件

.3.3. 対象となる SIP メッセージ 

ージ(IAM)からマッピングされる INVITEリクエスト 

c.3.3.2. 出バウンダリ 

ジ(IAM)へマッピングされる INVITEリクエスト 

.3.4. SIP_DISPLAYNAME に適用される文字セット 

                                                                

TTC 準拠 ISUP 網SIP トラストドメイン
TTC 準拠 ISUP

MGC

バウンダリ

接続

インタフェース

c.3.1. 参照技術文書 

JT-Q763 [9], JT-Q764 [10]

 

c

互いに信用可。ただ

を満たすこと。 

 

c

c.3.3.1. 入バウンダリ 

ISUP のアドレスメッセ

 

ISUP のアドレスメッセー

 

c

UTF-8 コードのみで構成される文字列とする10。 

 
10 UTF-8 コード以外の文字列の使用については将来的な検討事項とする。実装としては UTF-8 コード以外

のものを受信した場合でもエラーとせず処理を継続できることが推奨される。 
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c.4. インタフェース特有動作 

c.4.1. 入処理動作 

c.4.1.1. 通知/非通知情報内容決定 

アドレスメッセージ(IAM)に有効な汎用番号パラメータ(c.4.1.2節参照)が存在する場合、汎用番号パラメー

タの表示識別が調べられなくてはならない。表示識別が“表示可”であった場合、通知/非通知情報は通知と

なる。“表示不可”を含む“表示可”以外の値であった場合、通知/非通知情報は非通知となる。 

アドレスメッセージ(IAM)に有効な汎用番号パラメータが存在せず、アドレスメッセージ(IAM)に有効な発

番号パラメータが存在する場合、発番号パラメータの表示識別が調べられなくてはならない。表示識別が

“表示可”であった場合、通知/非通知情報は通知となる。“表示不可”を含む“表示可”以外の値であった場合、

通知/非通知情報は非通知となる。 

アドレスメッセージ(IAM)に発番号パラメータが存在しない場合には、通知/非通知情報は非通知となる。 

 

c.4.1.2. 網付与ユーザ ID 情報内容決定 

<有効な汎用番号パラメータ> 

網付与ユーザID情報の生成要素として有効な汎用番号パラメータを構成する条件として付表c-1の内容を

満たすものとする。 

付表 c-1／JJ-90.22  有効な汎用番号パラメータとしての条件 

フィールド 値 意味 
番号情報識別子 00000110 付加発番号 
番号種別表示 0000011 国内番号 
番号不完全表示 0 完全 
番号計画表示 001 ISDN(電話)番号計画 (勧告E.164[2]) 
表示識別 00 もしくは 01 表示可もしくは表示不可 
網検証識別子 01 もしくは 11 ユーザ投入、網検証あり、成功もしくは網投入 
アドレス情報 16 桁まで  

 

<有効な発番号パラメータ> 

網付与ユーザID情報の生成要素として有効な発番号パラメータを構成する条件として付表c-2の内容を満

たすものとする。 

付表 c-2／JJ-90.22  有効な発番号パラメータとしての条件 

フィールド 値 意味 
番号種別表示 0000011 国内番号 

0000100 国際番号 
1111110 網特有番号 

番号不完全表示 0 完全 
番号計画表示 001 ISDN(電話)番号計画 (勧告E.164[2]) 
表示識別 00 もしくは 01 表示可もしくは表示不可 
網検証識別子 01 もしくは 11 ユーザ投入、網検証あり、成功もしくは網投入 
アドレス情報 16 桁まで  
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<主番号> 

主番号は次のように決定される番号である。 

有効な汎用番号パラメータが存在する場合、汎用番号パラメータ(番号種別およびアドレス情報)が主番号と

なる。有効な汎用番号パラメー ず、有 パラメータが存在する場合、発番号パラメー

タ(番号種別 報 となる。

存在しない 空と 。 

 

<各情報要素 > 

IP_URI: 

報が通知の場合、SIP_URI は省略してもよい。通知/非通知情報が非通知の場合、SIP_URI

RIを省略するべきである。 

SIP_URI(匿名 URI 等)を設定す

発信者番号非通知理由パラメータの値により付表c-3に示す通りとする 。

タが存在せ 効な発番号

およびアドレス情 )が主番号 有効な汎用番号パラメータも有効な発番号パラメータも

場合、主番号は なる11

へのマッピング

S

通知/非通知情

の適用は必須とする。 

SIP_URIを生成する場合、user部は主番号から付表c-4の変換規則を適用されたtel URI形式とする。host

部はSIPトラストドメイン固有の値を適用する。また、user=phoneパラメータを設定してもよい。上記の

規則を適用した結果できるsip URIが到達可能なものであれば適用し、host部の値の関係で到達不可能なも

のであれば匿名URIを適用、もしくはSIP_U

ただし、主番号が空の場合においては、何らかの番号情報を必要としない

る必要がある。 

 

SIP_DISPLAYNAME: 

通知/非通知情報が非通知の場合、 12

SIP_DISPLAYNAMEの値は大文字小文字を区別し、また引用符合の有無は影響しないものとする。 

付表 c-3／JJ-90.22  発信者番号非通知理由パラメータから SIP_DISPLAYNAME への変換規則 

パラメータ値 意味 SIP_DISPLAYNAME 
パラメータなし - Unavailable 
0000001 ユーザ拒否のため通知不可 Anonymous 
0000010 サービス競合のため通知不可 Interaction with other service 
0000011 公衆電話発信のため通知不可 Coin line/payphone 

 

通知/非通知情報が通知の場合、SIP_DISPLAYNAME は省略、もしくは TEL_DISPLAYNAME の値と同じ値

TEL_URI: 

発番号パラメータが存在する場合、付表c-4の変換規則を適用した文字列をTEL_URIとする。発番号パラメ

ータが存在しない場合、TEL_URIは空とする。 

                                                                

が適用されてもよい。 

 

 
11 有効な汎用番号が存在し、かつ有効な発番号が存在しないようなケースは通常想定されない。左記の場

合において、どのような処理を行うかについては事業者のポリシーによる。 
12 JF-IETF-RFC3398 [7] 12.1 節に発信者番号非通知理由パラメータから Fromヘッダの displayname部へ

のマッピング方法として挙げたマッピングと同一である。 
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付表c らtel 

URIへの変換規則を示す13。 

JJ 0.22  ISUP 番号種別およびアド tel URI への変換規則 

 ス情

-4にJJ-90.10 [11] (表 4-4)に規定される発番号パラメータのアドレス情報の設定フォーマットか

付表 c-4／ -9 レス情報から

用途 番号種別 アドレ 報 tel URI 
国際網(海外)発信 内  国内番号  国際番号 国番号 国 番号 tel:+国番号

移動体/PHS 発信 国内番号 A0CDEFGHJK tel:+81A0CDEFGHJK 
地域固定電話網発信 国内番号 ABCDEFGHJ tel:+81ABCDEFGHJ 
オペレータ発信等 網特有番号 任意 tel:任意;phone-context=+81 

 

TEL_DISPLAYNAME: 

情報が非通知の場合、TEL_DISPLAYNAME は省略、もしくは主番号から導出した値が適用さ

Eは主番号から導出される。SIPトラストドメインが着

分な情報を保持していない場合は、付表c-5の変換規則を適用した文字列を

TEL_ DISPL

付表c-5に現在の における一 イヤリ 基づく変換規則を  

 

付表 c-5 アド EL_D 般的な変換規則 

 アドレス情報 

通知/非通知

れてもよい。 

通知/非通知情報が通知の場合、TEL_DISPLAYNAM

信先のダイヤリングプランについて十分な情報を保持している場合は、その情報に従い値を設定する。ダ

イヤリングプランについて十

AYNAMEとする。 

GSTN 般的なダ ングプランに 示す。

／JJ-9 ISU 番号種別0.22  P および レス情報から T ISPLAYNAME への一

用途 番号種別 TEL_DISPLAYNAME 
国際網(海外)発信 国際番号 国番号+国内番号 010 国番号 国内番号 
移動体/PHS 発信 国内番号 A0CDEFGHJK 0A0CDEFGHJK 
地域固定電話網発信 国内番号 ABCDEFGHJ 0ABCDEFGHJ 
論理番号 国内番号 AB0~ 0AB0~ 
オペレータ発信等 網特有番号 任意 任意 

 

 

付表c-6に入処理動作におけるISUP→SIPインタワーク条件を示す。

                                                                 
13 JF-IETF-RFC3398 [7] 12.1 節に(JJ-90.10 注)として補足する規則と同等である。 
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付表 c-6／JJ-90.22 入処理動作における ISUP→SIP インタワーク条件 

ＩＳＵ

Ｐ 
     ＳＩＰ     

汎用番号 発番号 非通知理由  通知／ 

非通知 

SIP TEL 

有無 表示識別 有無 表示識別 有無  URI DISPLAYNAME URI DISPLAYNAME 

有 

表示可 

有 

表示可 

有／無 

 

通知 
汎用番号 

または省略

汎用番号 

または省略 
発番号  

 
汎用番号

以外 
 

 

無 － 
 

通常想定されない。設定条件は事業者ポリシーに従う 

 以外 

有 

表示可 
有 

非通知 汎用番号 

非通知理由 

発番号 
 

または省略 

無 "unavaliable" 汎用番号

以外 
有 非通知理由 

無 "unavaliable" 

無 － 有／無 通常想定されない。設定条件は事業者ポリシーに従う 

無 － 

有 

表示可 有／無 通知 

発番号 

発番号 

発番号 

 発番号
 

以外 
有  

非通知 

非通知理由 発番号 

または省略 無  "unavaliable" 

無 － 
有  

匿名 URI 等
非通知理由 

未設定 未設定 
無  "unavaliable" 

 

－ 27 －



c.4.2. 出処理動  

c.4.2.1. 通知/非通知情報外部送出 

通知/非通知情 通知 合、発 パラメータがc.4 節の処理動 果 、発番号

パラメータの表示識別は“表示不可” なくてはならない

通知/非通知情報が通知の場合、発番号パラメータの表示識別は“表示可”としなくてはならない。 

また、汎用番号パ ータ 節 理動作 果送出 れるなら 用番号パ メータの表示識別は、

通知/非通知情報が通知の場合は“表示可”とし、 /非通知 報が非通 の場合は 示不可”としなくては

ならない。なお汎用番号パラメータの表示識別を“表示可 通知/否通知情報の内容に因ら

ず発番号パラメー の表 は“ 不 て らない。

 

c.4.2.2. 網付与ユーザ 外部  

TEL_URIが空でない場合、 ー E Iの値から導出されなくて ない。TEL_URIの

値 発番号パラメータの変換規則 表c-7の通りとなり、 で始まる場合には番号種別を国内、アド

レス情報は“+81” い を設定 以外で“+”で始まる場合には番号種別を国際、アドレス情報は

“+ 除いたもの 定 外で る場合には番号種 を網特有 、アド ままの値

を設定する。また、網検証 は網 を設定する。番号種別、アドレス情報、 証識別以外の発番号

パラメータの設定についてはJJ-90.10 の設定内容に従うこととする。 

付表 ／JJ- 2  tel URI から IS 番号種別およびアドレス情報への変換規則 

tel URI 用途 番号種別 アドレス情報 

作

が非報 の場 番号

とし

の処

表示

送出

ラメ

は付

、“+81”

始ま

投入

 [11]

.2.2

。 

さ

情

”とした場合は、

はな

“+81”

別

作の結 送出されるなら

ラメ がc.4.2.2 の結

通知

、汎

知

ラ

“表

タ 示

ID

識別

情報

発番号パ

可”

タ

と

がT

しな

L_

く

UR

 

はなら

から

”を

を除

を設

たも

、“+

の

”以

識別

とし レス情報はその

網検

c-7 90.2 UP

tel:+国番号 国内番号 国際網(海外)発信 国際番号 国番号+国内番号 
tel:+81A0CDEFGHJK 移動体/PHS 発信 国内番号 A0CDEFGHJK 
tel:+81ABCDEFGHJ 地域固定電話網発信 国内番号 ABCDEFGHJ 
tel:任意;phone-context=+81 オペレータ発信等 網特有番号 任意 

 

TEL_DISPLAYNAMEが存在し、TEL_URIと同等でない場合、汎用番号パラメータが送出される。

TEL_DISPLA から汎用番号パラメータへの変 “010”もしくは“00” “0”から始まる場

合には番号種別を国内、アドレス情報は“0” 左記以外のパターンについては汎用

番号へのマッ グは行わない。また、網検証識別は網投入を設定する。番号種別、アドレス情報、網検

証識別以外の汎用番号パラメータの設定についてはJJ-90.10 [11]の設定内容に従うこととする。 

ここで同等性はS ド イン の規則に てもよい 現在の地域 電話網および移動体

/PHS網におけ 的 ダイヤリングプラン 基づく場合、付表c-8  

付表 c-8 JJ-90.22  TEL_UR と TEL_DISPLAYNAME の同等性 

TEL_URI TEL_DISPLAYNAME 

YNAME

ピン

換規則は、 以外で

を除いたものを設定する。

IPトラスト

般

メ 特有 従っ が、

に示す場合に同等であると判断できる。

固定

る一 な に

／ I

tel:+81A0BCDEFGHJK 0A0CDEFGHJK 
tel:+81ABCDEFGHJ 0ABCDEFGHJ 
tel:+81ABCDEFGH 0ABCDEFGH 

 

通知 /非通知 が非通知で、かつ発番号パラメータまたは汎用番号パラメータを導出した場合、

SIP_DI YNAMEの値に応じて発信者 パラメータが送出される。発信者番号非通知理由

パラメータに設定される値は、付表c-3の逆となる。ただし、SIP_DISPLAYNAMEの値が付表c-3の欄にない

情報

SPLA 番号非通知理由

－ 28 －               ＪＪ－９０．２２ 



－ 29 －               ＪＪ－９０．２２ 

のため通知不可”が設定される。 場合には“ユーザ拒否

 



                                     ＪＪ－９０．２２ 

付表c-9に出処理動作におけるＳＩＰ→ＩＳＵＰインタワーク条件を示す。 

 

付表 c-9／JJ-90.22 出処理動作におけるＳＩＰ→ＩＳＵＰインタワーク条件 

ＳＩ

Ｐ 
     ＩＳＵＰ     

通知／ 

非通知 

TEL ＳＩＰ  
発番号 汎用番号 由 非通知理

URI DISPLAYNAME DISPLAYNAME  

有無 有無 URI との同等性 有無  アドレス等 表示識別 アドレス等 表示識別  

通知 

有 

有 

同等 

有／無 

 

TEL_URI 

表示可 未設定 － 

設  

 

同等でない 
 

表示不可 TEL_DISPLAYNAME 表示可  
未 定

無 － 表示可 未設定 － 

無 － － 未設定 － 未設定 － 

非通知 

有 

有 

同等 

有 

TEL_URI 表示不可

未設定 － 

SIP_DISPL NAME AY

無 
" " 

また 略 

ユーザ拒否

は省

同等でない 

有 

TEL_DISPLAYNAME 表示不可

SIP_DISPL NAME AY

無  
" " 

または省略 

ユーザ拒否

無 － 

有  

未設定 － 

SIP_DISPL NAME AY

無  
"ユーザ拒否" 

または省略 

無 － － 
有  

未設定 － 未設定 －  未設定
無  
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付録 i. 網付与ユ ザ ID 情報転送規定の留意事項

i.1. 情報の透過転送について 

SIP からプロトコル A への網付与ユーザ ID 情報のマッピングお 付与ユー

ザ ID 情報のマッピングについては本文書の付属資料もしくは本文書とは 術文書によって規定され

ることが想定される の際に ロトコル から SIP トラストドメインを経由して再度プロトコル A に

マッピングが行われる場合、網付与ユーザ I 報は 全に 的に 送され かもし い。 種の

不整合は本文書のフレームワークの範囲においては許容されるべきである。 

SIP トラストドメインを経由した完全な情報の透過転送が必要な場合には、メッセージのカプセリングのよ

うな別の手段が検討されるべきである。 

 

i.2. SIP メッセージを経由しない場合のインタワークについて 

SIP トラスト インの構成やメ セージル ィングの規則によっては、入バウンダリと出バウンダリが

同一の要素となり SIP メッセージが実際には生成されない可能性がある。このような場合においても出バ

ウンダリにおける送出メッセージを含む処理結果は仮想的に SIP 信号網を経由した場合と同じものとなる

ように設計されるべきである。

 

i.3. 網付与 ザ 情報転送の長期解について 

本文書で参 る IET F 23 [4]、 IETF-RFC3 [5]、 JF-IETF-RFC3325 [6]は IETF (Internet 

Engineering T Force)においては発信者情報の転送の短期解と位置付けられている。長期解に関しては現

在参照文書 [ れているが、その考え方は網付与ユーザID情報に関する情報をSIPメッセージ内

でEnd-to-End 送するものであり、本文書で規定するような網で付与を行う短期解とは並立可能なもので

あると考えら ことから、本文書で規定するフレームワークにおいては短期解のみをその範囲に含み、

長期解に関しては、IETFにおける関連文書のRFC化の完了を待って本文書への反映を検討することとする。 

ー につ

よび

いて

プロト

 

コル

別の技

A から SIP への網

。そ 、プ A

D 情 完 透過 転 ない れな この

ドメ

ユー

照す

ask 

13]等で議論さ

で転

れる

ッ ーテ

 

ID

JF- F-R C33 JF- 324 
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付録 ii. 新規インタフェースタイプ策定時のガイドライン 
本付録において、本文書で規定される網付与ユーザID情報の連帯トラストドメインを通した転送モデルに

本付録のガイドラインの内

.1. インタフェースタイプ 

用される文字セット 

用される規則 

信用不可な接続インタフェースの場合: 

 通知/非通知情報内容決定: 通知もしくは非通知を決定する規則 

 網付与ユーザ ID 情報内容決定: 網付与ユーザ ID 情報を決定する規則 

 

ii.2.2. 出処理動作 

信用可な接続インタフェースの場合: 

 通知/非通知情報外部送出: 通知可および非通知の値をインタワークする規則 

 網付与ユーザ ID 情報外部送出: 送出メッセージにそれぞれの網付与ユーザ ID 情報要素から導出し

た内容を載せる処理規則 

信用不可な接続インタフェースの場合: 

 通知/非通知情報が通知不可の値を取る場合の送出メッセージにおいて網付与ユーザ ID 情報を匿名

化する処理規則 

 網付与ユーザ ID 情報外部送出: 通知/非通知情報が通知可の値を取る場合の送出メッセージにそれ

ぞれの網付与ユーザ ID 情報要素から導出した内容を載せる処理規則 

沿った接続インタフェースの規則策定のガイドラインを記述する。将来的に本文書のモデルに対して新し

いインタフェースを追加する場合、具体的な処理規則について、ii.1節(インタフェースタイプ)およびii.2節

(インタフェース特有動作)に記述するガイドラインに沿って、本文書の付属資料として規定されるか適切な

団体もしくはサービスを提供する事業者が作成する文書によって規定されるべきである。 

なお、本文書の付属資料 (付属資料 a、付属資料 b、付属資料 c)については、

容を満たしている。 

 

ii

 参照する技術文書 

 信用可否 

 信用可、もしくは信用不可 

 対象となる SIP メッセージ 

 SIP_DISPLAYNAME に適

 

ii.2. インタフェース特有動作 

対象となる SIP メッセージに関するインタワーク動作が規定されなくてはならない。 

 

ii.2.1. 入処理動作 

信用可な接続インタフェースの場合: 

 通知/非通知情報内容決定: 通知もしくは非通知を決定する規則 

 網付与ユーザ ID 情報内容決定: 受信する信号メッセージから網付与ユーザ ID 情報を構成する際に

適

－ 32 －               ＪＪ－９０．２２ 



付録 iii. インタフェース B における網付与ユーザ ID 情報の信用性について 

B における必要条件 

改竄の防止> 

通して受信するメッセージが第三者によって不正に改竄されないこと。 

> 

タフェースを通して受信するメッセージがなりすましではなく確実に SIP トラストドメ

 

i.2節の条件が満たされない場合、第三者により改竄もしくはなりすましされた信号をSIP UAが受信し処理

実際の着信ユーザに対して網付与ユーザ情報として提示する値が信用で

た、IP網において

このような悪意を持った攻撃者を特定することが非常に難しい場合があるためさらに注意が必要である。 

を行うことが可能であり、利害関係者間において実害を及ぼす可能

付くことができない場合には、一定数のユーザが当該攻撃対象者への発呼を行う

信を妨害することが懸念される。 

上の全てのユーザが攻撃対象と

例 

期待される幾つかの方式例を示す。ここに挙げるものはあくまでも

外の方法でも必要条

iii.1. 本付録の概要 

JJ-90.21[12]で規定されるアーキテクチャモデルにおけるインタフェースB (SIP UNI)を通してSIP網からSIP 

UAに対して転送される網付与ユーザID情報をSIP UAが利用するにあたって必要となる条件と、必要条件が

満たされない場合のセキュリティリスク、必要条件を満たす上で有効と期待される幾つかのソリューショ

ン例について示す。 

 

iii.2. インタフェース

<

SIP UA が接続インタフェースを

<なりすまし(Spoofing)の防止

SIP UA が接続イン

インから送信されていること。 

 

iii.3. 必要条件が満たされない場合のセキュリティリスク

ii

をする可能性がある。そのため、

きない。このため、悪意を持った攻撃により以下のセキュリティリスクが存在する。ま

は

<セキュリティリスク> 

ある特定者からの発信を偽装して着信

性が懸念される。 

また、不特定多数者へ攻撃対象者の網付与ユーザ ID 情報を偽装して着信を行うことが可能であり、メッセ

ージの受信者が偽装に気

ことが想定され、攻撃対象者の通常の通

本文書の適用範囲においては、既存のE.164[2]番号により着信可能なGSTN

なりうるため、本セキュリティリスクは除かれる必要がある。 

 

iii.4. ソリューション

以下に、必要条件を満たす上で有効と

例であり、必ずしも網羅的であることが保証されたものではなく、ここで挙げた例以

件の達成をする方法はいくつも存在することに留意されるべきである。 

 

iii.4.1. TLS の利用 

必要条件を満たす上で、例えば以下の処理が有効と期待される。 

 

- SIP UA と SIP 網のインタフェース B のバウンダリとの間で TLS を使用する。 

 

－ 33 －               ＪＪ－９０．２２ 



iii.4.2. SIP REGISTER/INVITE 連携 

必要条件を満たす上で、例えば以下の処理が有効と期待される。 

TERリクエストで使用する Contactヘッダの値を類推できない値を設定する

(userinfo部を十分ランダムな値にする)。 

est-URI が、自身が設定した Contact ヘッダの値と同一の

た場合にのみ正当な SIP トラストドメインからの着信と判断し、網付与ユーザ ID 情報を利

する INVITEリクエストや受信した INVITEリクエストに対する 1xxお

び 2xxレスポンスの Contactヘッダ)の値と REGISTERリクエストの Contactヘッダで使用する値は

インタフェース B のバウンダリと SIP UA の間で共有鍵を共有し、バウンダリからのメッセージに

e 値に基いて生成した hash 値を予め定めたヘッダもしくはメッセージボディに含める。 

スの限定 

)であるパケットは確実に事業

IP アドレスのスプーフィングの防止)。 

- 受信する INVITEリクエストのパケットの発 IP アドレスが事前に設定した SIP 網のバウンダリ(群)

る場合にのみ正当に SIP トラストドメインからの着信と判断し、網付与ユーザ

要条件を満たす上で、例えば以下の処理が有効と期待される。 

のポートに限定する。 

SIP網のバウンダリ

(群)からのパケットであることが保証されるよう、インタフェース B において何らかの手段による

 

- インタフェース B において第三者による窃視および改竄の可能性がないと確証できる。 

- 事業者 SIP 網との間で REGISTERメッセージによる登録処理を行う。 

- SIP UA からの REGIS

- 受信する INVITE リクエストの Requ

値であっ

用する。 

 

なお、この場合には REGISTERメッセージで使用する値が外部に漏洩しないよう、呼接続時のダイアログ

で使用する Contactヘッダ(送信

よ

異なるようにするべきである。 

 

iii.4.3. 共有鍵による認証 

必要条件を満たす上で、例えば以下の処理が有効と期待される。 

 

- 

共有鍵と nonc

 

iii.4.4. 発 IP アドレ

必要条件を満たす上で、例えば以下の処理が有効と期待される。 

 

- SIP UA が受信するパケットで発 IP アドレスが SIP 網のバウンダリ(群

者 SIP 網のバウンダリ(群)からのパケットであることが保証されるよう、インタフェース B におい

て何らかの手段によるパケットのフィルタリングを行う(発

のアドレスと一致す

ID 情報を利用する。 

 

iii.4.5. 利用ポートの限定 

必

 

- SIP 網のインタフェース B のバウンダリで SIP UA への SIP メッセージで使用するポート番号を特定

- SIP UAが受信するパケットで着ポート番号は特定のポートであるものは確実に

－ 34 －               ＪＪ－９０．２２ 



－ 35 －               ＪＪ－９０．２２ 

う(他からの特定ポートの利用防止)。 

お、この場合、特定ポートは別の用途で利用できなくなることに留意されるべきである。 

パケットのフィルタリングを行

 

な
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